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平成３０年度採用分特別研究員-ＲＰＤ申請書作成要領 
 

Ⅰ 申請書の構成について ----------------------------------------------------------------------------------- １ 
Ⅱ ＜申請書情報＞の入力について ----------------------------------------------------------------------- １ 
Ⅲ 連絡先の入力について ----------------------------------------------------------------------------------- １４ 
Ⅳ ＜申請内容ファイル＞の作成について -------------------------------------------------------------- １６ 
Ⅴ 評価書について -------------------------------------------------------------------------------------------- １７ 

 

Ⅰ 申請書の構成について 
 

種類 作成方法 作成者 内容 提出方法 

申請書情報 Web直接入力※１ 申請者 
氏名・研究課題名等
の基礎的な必要情報 

【申請者】 
全て揃えた後、申請機関が
指定する期限までに、Web
上で提出(送信) 
 
※申請書情報を最初に作成し、

その他は順不同で作成可。 

※期限までに全て揃わない場

合、申請不可。 

申請内容 
ファイル 

本会 HPよりダウンロー
ドした様式（Word等）で

作成→Web 取込 
申請者 

研究状況・計画、業
績等 

評価書 Web直接入力 
評価書 
作成者 

評価書作成者による
申請者に対しての評
価コメント 

申請件数一覧 Web上で 
「申請リスト」の確定 

→出力・印刷 
申請機関 

申請機関による申請
の承認 

【申請機関】 
提出期限までに、Web 上で
提出（送信）し、紙媒体で
も提出 申請リスト 

  
申請は、電子申請システムを通じて行います。電子申請システムの利用にあたっては、「研究者養成事業用

申請者向け操作手引（特別研究員用）」を併せて参照してください。 
※１「申請書情報」は、基本的に Web 直接入力ですが、「⑫博士の状況、⑬履歴」の入力欄が不足した場合には、
本会ホームページよりダウンロードした様式「⑫博士の状況、⑬履歴別紙」（Word等）に記載し、電子申請
システムの「申請書情報入力画面」から Web取込する必要があります。詳細はⅡ.(４)【⑫～⑬共通事項】を
参照してください。 

 

Ⅱ ＜申請書情報＞の入力について 
 
(1) 必ず電子申請システムを用い、日本語で作成してください。また、テキスト入力は、JIS 第１水準及び第

２水準（JIS・X0208 規格）の文字を使ってください。入力画面ではご使用の PCの OS に依存しますので、

JIS 第１水準及び第２水準以外の文字でも表示できる場合がありますが、電子申請システム内ではバグ

（文字化け等）が生じ、審査資料等に入力した内容が正しく表示されません。 
  

(2) 申請者が申請機関へ申請書を提出（送信）するまでは自由に修正することができます。 
  

(3) 「受付番号」及び「版数」は電子申請システムが自動付番され、ＰＤＦファイルに表示されますので、入

力していただく項目ではございません。 
  

(4) 入力は、以下に示す入力要領に従ってください。なお、次頁以降の各項目の丸囲み数字は、「【見本】申請

書情報（申請書１～３ページ）」の丸囲み数字と対応しています。入力種別は次のとおりです： 

「＊」のある項目は必須入力項目 

グレー：表示内容の確認のみ。  

黄色：必須入力項目（テキスト）。  

ピンク：必須入力項目（選択）。  

色無し：任意及び該当者入力項目。  

http://www-shinsei.jsps.go.jp/topyousei/download-yo.html
http://www-shinsei.jsps.go.jp/topyousei/download-yo.html
http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_sin.html
http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_sin.html
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申請書

上での 

番号 

項目 入 力 要 領 

① 申請資格 「受付中公募一覧」画面で選択した「ＲＰＤ」が表示されます。 

⑤ 分科・細目

コード* 
 「一覧」ボタンをクリックして「分科・細目コード表」を参照の上、4桁のコードを入力

し、「確定」ボタンをクリックしてください。 

  

③ 分 科 「分科・細目コード」を入力し「確定」ボタンをクリックすると、分科・細目コードに該

当する「分科」と「細目」が表示されますので、表示内容が申請予定の「分科」「細目」

に一致しているか確認してください ④ 細 目 

② 審査領域 

 
 

 

--------- 

審査希望 
領域 

「分科・細目コード」を入力し「確定」ボタンをクリックした後、 

① 分科・細目コードに応じて審査領域が自動的に決まる場合 

② 審査を希望する領域を選択する必要がある場合 

の２つのパターンに分かれます。 

①分科・細目コードに応じて審査領域が自

動的に決まる場合 

「領域」欄に領域名が表示され、「審査希

望領域」欄の枠内が灰色になり、選択でき

ないようになります。 

入力は不要です。 
※「分科・細目コード表」に「審査可能領域」が

記載されていない場合がこちらに該当します。 

②審査を希望する領域を選択する必要がある場

合 

「領域」欄には何も表示されず、「審査希望領域」

欄が選択可能な状態になります。希望する領域

をプルダウンメニューから選択してください。 

※「審査を希望することが可能な領域」につい

ては、「分科・細目コード表」を参照。 

 

入力例：細目「デザイン学（1651）」で申請する

場合。 
→「分科・細目コード表」を参照すると○印の

ある「人文学」または「工学」の２領域が審査

可能領域であるため、この２つのいずれかを選

択してください。 

⑥ 専門分野* 分科・細目にかかわらず、自分の専門分野を漢字等により７字以内で入力してください。 
⑦ 研究  

課題名* 

「研究課題名」は具体的な研究内容を４０字以内（記号、数字等も全角／半角に関わらず

すべて１字として数える）の和文で簡潔に入力してください。４０字を超えて入力するこ

とはできません。なお、「研究課題名」には、副題を入力しても差し支えありませんが、

副題を含めて４０字以内としてください。 
 

「研究課題名」について、化学式、数式による表記は避け、漢字、カナ等で入力してくだ

さい。 
※漢字等で書く例 H２O→水 

 

ただし、DNA 等アルファベットで表記することが一般的なものはアルファベットで入力

して差し支えありません。 
 

JIS 第１水準及び第２水準以外の文字コードや特殊フォントは使用することができませ

ん。（詳細は「申請者向け操作手引（特別研究員用）」を参照） 
  ※使用できない文字の例 
    ・半角カナ 
    ・○数字（①、②、③・・・） 
    ・ローマ数字（Ⅰ～Ⅴの小文字を含む） 他 
 

申請書提出後、「研究課題名」は一字一句でも変更できません。特に、「研究課題名」は、

採用内定となった後、「科学研究費助成事業（特別研究員奨励費）」※に応募する際の課題

名と同一のものとなりますので、留意してください。 
 

※「科学研究費助成事業（特別研究員奨励費）」以外の研究費の受給について 

特別研究員の研究課題遂行のための研究費である「科学研究費助成事業（特別研究員奨励費）」は競争的

資金です。上記以外の研究費を受給すること、又は助成を受けた研究者から研究費の配分を受ける場合

に、競争的資金の不合理な重複に当たる場合は他の資金と同時に受給できません。 

不合理な重複にあたる場合は、特別研究員奨励費もしくは対象の研究費のどちらかを辞退していただき

ます。 

不合理な重複については「競争的資金の適正な執行に関する指針」の「２．不合理な重複・過度の集中

の排除」をご確認ください。（http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/） 
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⑧ 氏 名* 

(登録名) 

登録名は、特別研究員採用者として公表する際など、通常特別研究員として本会で取り扱

う際に使用する氏名です。旧姓や通称名等を使用することも可能です。初期値として戸籍

名が表示されていますが、適宜修正してください。 
（ ）を使用して旧姓を併記することなども可能です。特に制限はありません。 
なお、戸籍名と登録名が一致しない場合は和文証明書発行時、両方を併記します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

⑧ 氏 名 

(戸籍名) 

申請機関が ID・パスワード発行の際、電子申請システムへの登録情報が自動表示されま

す。誤りがあった場合は、入力データを一時保存した上で「申請機関担当者（又は申請機

関の部局担当者）」に連絡し、修正を依頼してください。戸籍名は事務処理（郵送時の宛

名・税務処理等）に使用します。 

⑧ 氏 名* 

(ローマ

字表記) 

ローマ字表記については希望するものを入力してください。 
ただし、登録名、戸籍名のいずれとも合致せず同一人物と判断できないものにすることは

できません。登録名と戸籍名のいずれに合致させるか、併記したものにするかの制限はあ

りません。 
ローマ字表記した氏名は英文証明書発行時等に使用しますので、パスポートとの整合性に

ご留意ください。 

 
例： 戸 籍 名 山田 ジョーンズ 太郎 の場合 

ローマ字氏名 YAMADA  Jones  Taro 
 

※入力は、姓は全て大文字、名およびミドルネームは最初の一文字のみ大文字、以降は小

文字です。 
⑨ 性 別* 戸籍上の性別について、男・女いずれかを選択してください。 

⑩ 国 籍* 「日本」「日本以外」のいずれかを選択してください。 
「日本」を選択した場合は、テキスト入力しないでください。（「日本」と入力も不可） 
 

「日本以外」を選択した場合のみ、「一覧」ボタンをクリックし「国名コード表」を参照

して「国名コード」を入力してください。国名コード表に該当するものが無い場合は「ZZZ」
を入力し、具体的な国名をテキスト入力してください。 

⑩ 永住許可 

の有無 

「国籍」の項目で「日本以外」を選択した場合のみ、プルダウンメニューから永住許可の

有／無のいずれかを必ず選択してください。 
 

日本国籍以外の者は永住許可がなければＲＰＤへの申請資格はありませんので、 

在留カードの写しなど、永住許可年月日が申請時以前であることが確認できる証明書類

を、採用内定後の採用手続時に提出いただきます。 
 

「日本」にチェックした者は入力しないでください。（「日本」と入力も不可） 

※在留資格が「留学」「日本人の配偶者」等のみの者はＲＰＤに申請できません。 
⑪ 生年月日 ID・パスワード発行の際、申請機関から事前に電子申請システムに登録された情報が表示

され、それに基づき、平成３０年４月１日現在の満年齢も自動表示されます。 
 

誤りがあった場合は、入力データを一時保存した上で「申請機関担当者(又は申請機関の

部局担当者)」に連絡し、申請者情報で登録されている生年月日の修正を依頼してくださ

い。 

⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(博士の状況) 

入学年月 

 

 
(博士の状況) 

編・転・

再入学時

の在学期

間換算 

 

 

 

 
 

「博士の状況」は今回の申請に関係する学位取得等に係る情報を記入する項目です。Ａ大

学を中退/満期退学後Ｂ大学にて学位を取得した場合には学位を取得したＢ大学の状況を

記入し、Ａ大学については「⑫博士の状況、⑬履歴」にご記入ください。入力欄が不足す

る場合は「⑫博士の状況、⑬履歴の別紙の有無」で「有」を選択し、全ての在学した博士

課程の状況や学位取得状況について別紙に記載してください。 
 
(1) 在学／修了した博士課程の入学・進学等された年月を入力し、あてはまる状況をプル

ダウンから選択してください。 
 

入力例 ： 2014 年 4 月 入・進学 

※四角で囲った箇所を入力、プルダウンから選択します。 
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⑫ 

 

(博士の状況) 

編・転・

再入学時

の在学期

間換算 

 

 

 

(2)「編・転・再入学」の場合には、プルダウンメニューから「編・転・再入学」を選択し、

編・転・再入学した年月を「編・転・再入学時の在学期間換算」欄に入力してください。

「編・転・再入学時の在学期間換算」については博士の状況に記載の機関の教務、若しく

は学務担当に確認の上、標準修業年限から逆算した合計期間を記載してください。 
入力例：博士課程（3年制）で、編入後、卒業までに必要な在学期間の残りが1年9ヶ月の場合 

3年－1年9ヶ月＝在学換算 1 年 3 ヶ月 
※四角で囲った箇所を入力します。 

 

(3) 論文博士取得（見込）の者については、空欄としてください。 
⑫ (博士の状況) 

課程種別* 
博士課程については大学院設置基準に基づくものとしています。 
該当する課程種別をプルダウンメニューから選択してください。 
 

(1) ＲＰＤ申請者で論文博士取得（見込）の者は、「博士課程（３年制）」を 
選択してください。 

 

(2) 外国における博士相当の学位取得(Ph.D など）（見込）の者は、 
「外国における博士課程」を選択してください。 
 

プルダウンメニューから選択可能な課程種別は以下の４種類です。 
・博士課程（３年制）････ 区分制博士課程の後期課程、後期３年課程のみの博士課程 
・博士課程（５年一貫制）････ ５年一貫制博士課程 
・博士課程（医･歯･薬･獣医学系４年制）･･ 博士（医学）、博士（歯学）、博士（薬学）、 

博士（獣医学）等を授与する４年制の博士課程  

・外国における博士課程 
 

※早期修了プログラム等、機関独自の制度を利用されている場合は所属大学等研究機関へ

ご確認ください。 
 
また、専門職学位課程は、博士課程には含まれませんので、当該学位を以て申請すること

はできません。 
⑫ (博士の状況) 

修了・ 

退学等 

「修了・退学等」欄には修了・退学をした、若しくは修了・退学をする予定の年月を入力

してください。年月を入力する欄の後ろには、次の状況の内、該当するものをプルダウン

メニューから選択してください。 
 
・修了 
・単位修得済満期退学 
・中途退学 
 
なお、申請時から採用年度の４月１日までに「修了」等される予定の場合は、一番右側の

プルダウンから「見込」を選択してください。 
 
・論文博士取得（見込も含む）の者については、原則として全ての入力欄を空欄としてく

ださい。 
⑫ (博士の状況) 

学 位* 
学位欄には学位を取得した、若しくは取得する予定の年月日を入力してください。 
年月日は学位記に記載されている、若しくは記載される予定の年月日を入力してくださ

い。 
 
年月日を入力する欄の後ろには学位種別として、プルダウンメニューから次のいずれかを

選択してください。 
・博士取得※ 
・論文博士取得 
・外国における博士相当の学位取得(Ph.D など） 
※海外で博士号を取得（見込みも含む）の方は「博士取得」ではなく、「外国における博士相当の学位取

得(Ph.Dなど)」を選択してください。 

 
なお、申請時から採用年度の４月１日までに学位を取得される予定の場合は、一番右側の

プルダウンから「見込」を選択してください。 
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⑫ (博士の状況) 
休学期間 

合 計 

博士課程在学中に休学期間がある場合に、休学期間の合計を入力してください。 
修士課程（博士前期課程含む）在学中の休学期間は算入しないでください。 
ただし、５年一貫制の場合には、大学院の全在学期間における休学期間の合計を入力して

ください。 
なお、休学の単位は月とし、１日の休学でも１ヶ月とみなしますが、学期等の都合で機関

の取り決めがある場合は取り決めに沿って換算して構いません。 
 

 

・平成３０年３月までに休学を予定している場合は、その期間も含めてください。 
・休学理由等を記載したい場合は、「⑫博士の状況、⑬履歴別紙」に記入してください。 

⑫ (博士の状況) 

平成 

３０年 
(2018年) 

４月１日

時点にお

ける博士

在学期間

累計 

入学日から平成３０年４月１日（既に修了している場合は修了日）までの通算期間が計算

され、確認画面に表示されます（休学がある場合には「休学期間合計」に入力した期間を

差し引いたものとなりますが、休学期間の合計が６ヶ月未満の場合は在学月数に加算しま

す。 

⑬ 履 歴* 第１行目は省略せず、上から時系列順に記入して下さい。 
必要事項(学歴、研究・職歴（特別研究員採用歴、本会特別研究員以外のフェローシップ

採用歴、研究生歴非研究職歴を含む）、研究中断歴、出産歴等)を正確にテキストで入力し、

不要な文字は消去してください。必要に応じて、１～６の番号、行をずらしてください。

（１行４０文字以内） 
 ※入力例は、本作成要領Ⅱ（４）⑫～⑬共通事項を参照してください。 
 
 

【欄が不足した場合】 
「⑫博士の状況、⑬履歴の別紙の有無」で「有」を選択し、本会ＨＰよりダウンロードし

た様式「⑫博士の状況、⑬履歴別紙」（Word 等）に記載し、電子申請システムの「申請書

情報入力画面」から登録してください。（記載方法は後述の【⑫～⑬共通事項】参照） 

⑫ 

～  
⑬ 

共 

通 

事 

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫博士の

状況、 

⑬履歴の

別紙* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「⑫博士の状況」「⑬履歴（学歴、研究・職歴、研究中断歴、出産歴等）」欄が不足する場

合は、「⑫博士の状況、⑬履歴別紙」を追加することができます。 
 

 

【別紙を追加しない場合】 
電子申請システム上「⑫博士の状況、⑬履歴の別紙の有無」で「無」を選択します。 

 
【別紙を追加する場合】 
電子申請システム上で「⑫博士の状況、⑬履歴の別紙の有無」で「有」を選択します。 
本会ＨＰよりダウンロードした様式「⑫博士の状況、⑬履歴の別紙」（Word 等）に、 
大学学部卒業以降の履歴を漏れなく時系列順にご記入ください。電子申請システムの 
「⑫博士の状況」「⑬履歴」欄に入力済の部分も省略せず、全事項を記載して 
ください。ただし、別紙は当該枠内１ページ記入し、もう１ページを白紙のまま、 
別紙と白紙の計２ページをアップロードします。ファイルをアップロードすると 

「ファイル登録済み」となりますので確認してください。 

入力の際は必ず次ページの注意事項に留意してください。 
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⑫ 
～  

⑬ 

共 

通 

事 

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫博士の

状況、 

⑬履歴の

別紙* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入力の注意事項 

・時系列順で記載して下さい 

・年号の後ろには西暦を（）で併記して下さい 

・通し番号は、「⑬履歴」欄の通し番号を参照して下さい。 

・必要事項を記入して下さい(学歴、研究・職歴（特別研究員採用歴、本会特別研究員以

外のフェローシップ採用歴、研究生歴非研究職歴を含む）、研究中断歴、出産歴等) 

 

【学歴】以下の記載例を参照してください。 

(ｱ) 博士課程（３年制）の記載例 

「2．平成 23（西暦 2011）年 4 月○○大学大学院修士課程入学（○○研究科○○専攻）」 
「3．平成 25（西暦 2013）年 3 月○○大学大学院修士課程修了（○○研究科○○専攻）」 
「4．平成 25（西暦 2013）年 4 月○○大学大学院博士課程入学（○○研究科○○専攻）」 

(ｲ) 博士課程（５年一貫制）、又は、博士課程（医・歯・薬・獣医学系４年制）の記載例 

「2．」入力しない 
「3．」入力しない 
「4．平成 23（西暦 2011）年 4 月○○大学大学院博士課程入学（○○研究科○○専攻）」 

(ｳ) 区分制の大学院において修士課程修了後、５年一貫制の博士課程に編入学した場合

の記載例 
「2．平成 23（西暦 2011）年 4 月○○大学大学院修士課程入学（○○研究科○○専攻）」 
「3．平成 25（西暦 2013）年 3 月○○大学大学院修士課程修了（○○研究科○○専攻）」 
「4．平成 25（西暦 2013）年 4 月△△大学大学院博士課程３年次編入学（△△研究科△△

専攻）」 

(ｴ) ５年一貫制の博士課程から、区分制の博士課程に進学した場合の記載例 

「2．平成 23（西暦 2011）年 4 月○○大学大学院博士課程入学（○○研究科○○専攻）」 
「3．平成 25（西暦 2013）年 3 月○○大学大学院博士課程中途退学（○○研究科○○専攻）」 
「4．平成 25（西暦 2013）年 4 月△△大学大学院博士課程入学（△△研究科△△専攻）」 

(ｵ) 博士課程において休学の期間がある場合の記載例 

2 および 3 は通常どおり入力。 
｢4．平成 24（西暦 2012）年 4 月○○大学大学院博士課程入学（○○研究科○○専攻） 

平成 25（西暦 2013）年 4 月～平成 24（西暦 2012）年 3 月 休学」 

(ｶ) 学位取得の記載例 
※申請時見込の場合には、「見込」を付けてください。 

  日本で学位を取得した場合 
｢5．平成 29（西暦 2017）年 3 月  博士（理学）の学位取得（見込）」 
外国で学位を取得した場合 
｢5．平成 26（西暦 2014）年 9 月 （Ph．D）の学位取得」 
論文博士の場合 
｢5．平成 27（西暦 2015）年 3 月 博士（理学）の学位取得 論文博士（○○大学）」 

 (ｷ)  早期修了した場合の記載例 

｢5．平成 26（西暦 2014）年 3 月博士(理学)の学位取得(成績優秀につき早期修了)」 
【研究・職歴、特別研究員採用歴、研究中断歴、出産歴等】 

以下の記載例を参照し、時系列に記載してください。  
「 4．平成 19（西暦 2007）年 4 月○○大学大学院博士課程入学（○○研究科○○専攻） 

5．平成 20（西暦 2008）年 4 月～平成 21（西暦 2009）年 3 月 特別研究員ＤＣ２採用 
6．平成 22（西暦 2010）年 3 月  博士（理学）の学位取得 
7．平成 22（西暦 2010）年 4 月～平成 24（西暦 2012）年 3 月 ○○会社研究所研究員 
8．平成 24（西暦 2012）年 4 月～平成 27（西暦 2015）年 9 月 特別研究員ＰＤ採用 
9．平成 25（西暦 2013）年 12 月～平成 26（西暦 2014）年 5 月 育児のため研究中断  

10．平成 26（西暦 2014）年 2 月 出産（第２子） 
11．平成 27（西暦 2015）年 10 月～平成 28（西暦 2016）年 9 月（予定） 

○○大学理学部非常勤講師                                  」 
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⑭ 日本学術

振興会特

別研究員

採用歴 

本会特別研究員として採用された経験がある場合のみ、採用経験のある資格について、採

用された年月と採用が終了した年月、採用年度（【和暦 2 桁】）、受付番号【5 桁（5 桁未満

の場合は頭に 0 を入力したもの（入力例参照））】を入力してください。 
また、プルダウンから該当する選択肢を選択してください。 
 
複数回ＲＰＤに採用された者は、直近の採用歴のみ入力し、すべての採用歴は、【⑬履歴】

に時系列順に記載して下さい。 
 
ＤＣ採用者が採用途中でＰＤに資格変更した場合は、以下の入力例を参考にＤＣとＰＤの

入力欄に全ての情報を入力してください。 
 

入力例：平成２６年度採用分特別研究員ＤＣ２に申請後、平成２７年３月に学位取得して、

ＰＤに資格変更した者の場合 
※四角で囲った箇所を入力、若しくはプルダウンから選択します。 
 

ＤＣ （西暦） 2014 年 4 月～2015 年 3 月 ＤＣとして申請・採用 
   採用年度：26  受付番号：00123 
 

ＰＤ  （西暦） 2015 年 4 月～2016 年 3 月 ＤＣ２内定(採用)後、ＰＤに変更 
   採用年度：26  受付番号：00123 
 

※ＤＣとして申請・採用後にＰＤに資格変更した場合のＰＤの項目の採用年度は、ＤＣの採用年度を入

力してください。 

 

また、ＤＣとして申請した者が採用時にＰＤに資格変更した場合は、以下の入力例を参考

にＰＤの入力欄に全ての情報を入力してください。 
 
入力例：平成２６年度採用分特別研究員ＤＣ２に申請後、平成２５年１２月に学位取得し

て、ＰＤに資格変更した者の場合 
※四角で囲った箇所を入力、若しくはプルダウンから選択します。 

 

ＰＤ  （西暦） 2014 年 4 月～2016 年 3 月 ＤＣ２内定(採用)後、ＰＤに変更 
   採用年度：26  受付番号：00456 

⑮ 

 

 

 

申請の事

由 

* 

 

 

申請資格 1 と 2 のうち、該当するものを選んで下さい。 
本項目は申請の資格を確認する項目であり、どちらの申請資格であっても審査結果に影響

を及ぼすことはありません。 

そのため、両方の申請資格に該当する場合は申請資格 1を選択してください。 

申請資格 2を選択し、申請された場合は、採用手続きにおいて診断書等の追加の資格確認

書類の提出が必要となります。 
 

「子供の生年月日」は、研究活動中断理由の対象となる子供の生年月日を入力してくださ

い。「子供の生年月日１」から順に入力してください。 
 
対象となる子供が複数名いる場合は、生年月日の早い順に入力してください。  

※想定している事例：長男の育児と次男の出産で計１年の中断が生じた 
 
「申請年度４月１日現在の年齢」は、入力した「子供の生年月日」から算出して「申請書

情報入力確認」画面に自動表示されるので確認してください。 
 
入力例：平成３０年度採用分の場合、申請年度は２９年度（2017 年）となる。 
子供の生年月日（西暦）2011 年 4 月 2 日  申請年度４月１日現在の年齢：満５才 
※四角で囲った箇所を入力、若しくはプルダウンから選択します。 

⑯ 採用を希

望する期

間* 

 プルダウンメニューから次のいずれかの採用を希望する期間を選択してください。 
 

・平成３０年 ４月１日から平成３３年 ３月３１日までの３年間 
 
・平成３０年 ７月１日から平成３３年 ６月３０日までの３年間 
 
・平成３０年１０月１日から平成３３年 ９月３０日までの３年間 
 
・平成３１年 １月１日から平成３３年１２月３１日までの３年間 
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⑰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産・育
児による
研究中断
期間* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出産・育児により研究を中断した期間を入力若しくはプルダウンで選択してください。 
中断期間については「⑬履歴」欄に入力した内容と一致させてください。 
 

【申請資格（２）①研究中断歴の入力について】 

申請資格（２）①で中断歴が認められる時期は平成２２年１０月１日～平成２９年３月３

１日の間です。想定される未就学児の最大年齢は６才ですが、当該児童の産前中断として、

プラス６ヶ月分を含めた期間の中断を認めております。 
（想定例：未就学児 2011 年 4 月 2 日誕生の場合：2010 年 10 月 1 日から研究中断歴を認

める。）  
【申請資格（２）①研究中断歴の入力について】

　は、研究中断期間を示す。

平成22年10月

2010年10月

平成29年3月
2017年3月

入力可

※入力不可

研究中断期間合計の
計算範囲

※入力不可 入力可
入力可

 
【入力例：申請資格（２）①の場合】  
「平成２９年４月１日時点で未就学児を養育している者」で、 
2010 年 3 月 1 日～2012 年 9 月 30 日まで研究中断を行った場合。入力可能月は平成２２

年１０月以降なので、それ以前の中断は考慮せず、2010 年 10 月から入力する。 
（西暦）2010 年 10 月 ～ （西暦）2012 年 9 月 
※四角で囲った箇所を入力、若しくはプルダウンから選択します。 

 

【申請資格（２）②研究中断歴の入力について】 

申請資格（２）②で中断歴が認められる時期は平成２４年４月１日～平成２９年３月３１

日の間です。 

【申請資格（２）②研究中断歴の入力について】
　は、研究中断期間を示す。

平成24年4月

2012年4月

平成29年3月

2017年3月

入力可

入力可

※入力不可
研究中断期間合計の計算範囲

※入力不可

※入力不可

 
【入力例：申請資格（２）②の場合】 
「平成２９年４月１日から遡って過去５年以内（平成２４年４月１日以降）に、出産又は

疾病や障害のある子を養育した者」で、2010 年 3 月 1 日～2012 年 9 月 30 日まで研究中

断を行った場合。入力可能月は平成２４年４月以降なので、それ以前の中断は考慮せず、

2012 年 4 月から入力する。 
（西暦）2012 年 4 月 ～ （西暦）2012 年 9 月 
※四角で囲った箇所を入力、若しくはプルダウンから選択します。 

 

・中断期間については、「⑬履歴」欄にも記載してください。また、申請資格（２）①又

は②に該当する中断期間より前に中断期間がある場合は、「⑮中断期間」には入力できま

せんが、「⑬履歴」欄に入力することは差し支えありません。 
 
・特別研究員採用経験者については、特別研究員採用中に、研究中断の手続きをしていな

い期間を、中断期間とすることはできません。（研究再開準備支援を含む。）。 
 

・研究中断期間が複数回ある場合、「追加」ボタンを押して入力行を追加表示させ、２回

目 
以降の中断期間を入力してください。（最大４回の中断期間について入力可能） 

この際、中断期間が重複しないよう、「⑬履歴」欄の内容に合わせて、時系列で入力し

てください。 
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⑰ 

 

 

 

 

 

出産・育
児による
研究中断
期間* 
 
 
 
 
 
 

【研究中断期間の算出】
①入力は1ヶ月単位です。20日を超える場合は1ヶ月として換算してください。

例1-1） 9月1日～9月28日まで中断した場合→9月中断計1ヶ月
入力は、（西暦）yyyy年9月～（西暦）yyyy年9月となる。

例1-2） 9月1日～9月15日まで中断した場合→半月程度（20日未満）は
中断とみなさない。入力は、不可。

②当該月の中断が半月程度（15日以上20日未満）であっても、中断が
　　翌月若しくは前月にまたがる場合は１ヶ月として換算して構いません。

例2-1） 9月15日～10月31日まで中断した場合→9月と10月中断計2ヶ月
入力は、（西暦）yyyy年9月～（西暦）yyyy年10月となる。

③ただし、中断が月をまたぐ場合でも、それぞれの月の日数がおおよそ
　　半月程度（15日以上20日未満）であれば、日数の多い方の月だけ
　　中断したと見なします。

例3-1） 9月15日～10月17日まで中断した場合
→10月のみ中断と見なし計1ヶ月

入力は、（西暦）yyyy年10月～（西暦）yyyy年10月となる。

1ヶ月15日＝1ヶ月とカウントする

9月15日 10月1日 10月31日

9月15日 10月17日

9月1日 9月28日

28日＝1ヶ月とカウントする

17日＝1ヶ月とカウントする

10月1日

カウントしない

9月1日 9月15日

15日＝1ヶ月とカウントしない

  
⑰ (出産・育児によ

る研究中断期間) 

研究中断
期間の合
計 

 上記「出産・育児による研究中断歴」欄に入力した研究中断期間の合計が自動表示され

るので確認してください 

⑱ 研究中断

時の状況

* 

研究中断時の状況に当てはまるものを選択・入力して下さい。 
 

「所属機関コード」は、「一覧」ボタンをクリックして、「機関コード表」を参照の上、入

力してください。廃止や統合等でコード表に記載されていない機関及び海外の機関につい

ては、「99999」を入力し、具体的な機関名をテキストで入力してください。 
 

「職名」については、具体的な職名をテキスト（２０文字以内）で入力してください。 
 

「雇用形態」は、プルダウンメニューで選択してください。該当するものが無い場合は「そ

の他」を選択し、具体的な雇用形態をテキストで入力してください。特別研究員は雇用で

はありませんが、「任期付き常勤職（フルタイム）」としてください。 
 

「出産（産前産後）休暇もしくは育児休業制度の有無及び利用状況」は、プルダウンメニ

ューで選択してください。 
出産（産前産後）休暇と育児休業制度のうち、どちらか片方でも、「利用した」もしくは

「制度が存在した」場合は「有」として下さい。 
なお、出産（産前産後）休暇もしくは育児休業制度が存在しても、雇用条件により申請者

が制度対象外となっている場合には、「無（利用できなかった）」としてください。 
（例：雇用期間が残り 6 ヶ月未満の場合は産前休暇が取得できない場合） 
 

特別研究員は出産・育児による中断を可能としており、中断期間分延長出来ることから、

「有」としてください。 
⑲ 

 

 

 

 

 

 

研究中断

後の復帰

状況* 

 

 

 

 

研究中断後の復帰状況について、「未復帰」の選択、若しくは、「研究中断後の職・身分等」

の入力、いずれかを必ず行って下さい。 
 

【産休・育休中の方】 
育児・産前産後休暇取得中の方は「未復帰」を選択して下さい。 
 

【復帰経験の無い場合】 
「未復帰」を選択してください。 
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⑲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究中断

後の復帰

状況* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【復帰経験の有る場合】 

主な職について２件まで時系列で入力してください（研究中断が複数回ある場合は直近の

中断期間後の復帰状況）。 
 

無給でも研究に従事していた場合は「未復帰」を選択せず、復帰状況を入力してください。 
 

所属機関コード」を、「一覧」ボタンをクリックして、「機関コード表」を参照の上、入力

してください。廃止や統合等でコード表に記載されていない機関及び海外の機関について

は、「99999」を入力し、具体的な機関名をテキストで入力してください。 
 

「職名」については、具体的な職名をテキスト（２０文字以内）で入力してください。 
 

「雇用形態」は、プルダウンメニューで選択してください。該当するものが無い場合は 
「その他」を選択し、具体的な雇用形態をテキストで入力してください。特別研究員は 

雇用ではありませんが、「任期付き常勤職（フルタイム）」としてください。 
 
「採用期間」の終了（予定）日は、雇用形態が「任期なし常勤職」の者は入力しないで下

さい。ただし、雇用形態が「任期なし常勤職」でも退職した場合は退職日を入力して下さ

い。 
 
更新可能な雇用形態の場合は、更新した場合の最長の採用期間終了日を入力してくださ

い。 
入力例：平成２８年４月１日雇用開始、１年契約かつ５回継続可能な場合は５年として入

力。 
採用期間：（西暦） 2016 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 

※四角で囲った箇所を入力、プルダウンから選択します。 

⑳ 現 職* 申請時点での現職を入力して下さい。 
現職が無い場合（博士課程在学者も含む）は、記入不要です。なお、育児・産前産後休暇

中の方は現職ありに該当します。また、無給でも研究に従事していた場合は現職ありに該

当します。 
 

所属機関コード」を、「一覧」ボタンをクリックして、「機関コード表」を参照の上、入力

してください。廃止や統合等でコード表に記載されていない機関及び海外の機関について

は、「99999」を入力し、具体的な機関名をテキスト（４０文字以内）で入力してください。 
 

「職名」については、具体的な職名をテキスト（２０文字以内）で入力してください。 
 

「雇用形態」は、プルダウンメニューで選択してください。該当するものが無い場合は「そ

の他」を選択し、具体的な雇用形態をテキストで入力してください。特別研究員は雇用で

はありませんが、「任期付き常勤職（フルタイム）」としてください。 
「採用期間」の終了（予定）日は、雇用形態が「任期なし常勤職」以外の場合は入力して

ください。更新可能な場合は、更新した場合の最長の採用期間終了日を入力してください。   
入力例：平成２８年４月１日雇用開始。１年契約かつ５回継続可能な場合 

採用期間：（西暦） 2016 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 
※四角で囲った箇所を入力、プルダウンから選択します。 

㉑ 博士の特

記事項の

有無* 

本項目は早期修了、長期履修等の状況を記入する項目ではありません。 

「現在の受入研究者」の退官・異動・疾病、出産育児による休暇等が決定している、若し

くは申請者の転入学予定等により、以下の特記事項がある場合のみ、該当の状況のチェッ

クボックスにチェックを入力し、自由記述欄に具体的かつ正確にテキストで詳細を入力し

てください。（１行４０文字以内） 
 

【特記事項】 

・「博士の状況」項目内の「修了・退学等」欄で「見込」を選択している場合において、

「出身大学院の研究指導者」・「現在の受入研究者」が一致しない場合 
 
本項目は研究指導者、受入研究者に関するエラーチェックを回避するための項目です。 

研究指導者および受入研究者に関して上記以外の事情によりエラーが発生する場合は、必

ず申請機関を通じて本会担当者にお問い合わせください。 
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㉒ 出身大学

院の研究

指導者* 

必ず【⑫博士の状況】項目に入力した博士課程における学籍上の研究指導者を入力してく

ださい。「研究指導の委託」により、正規の学生として在籍している大学院を一時的に離

れ、他大学等で研究を行っている場合でも、学籍上の指導教官を入力してください。 
本項目の「所属機関」欄は、【⑬履歴】項目の「大学院博士課程名」欄に入力したものと

一致させてください。また、部局・職名等は博士課程在学機関内での本務先の部局・職名

等を入力してください。 
 

・博士課程在学途中で指導教員の退官、異動等があった場合には、指導を受けた期間の長

短にかかわらず、修了当時の内容としてください。 

 

・論文博士の場合は、論文審査の主査の情報を入力してください。 

 

（入力方法は、後述の㉒～㉘共通事項【研究者情報の入力について】参照。） 

㉓ 研究中断

前受入研

究者* 

必ず研究中断前の受入研究者を入力してください。研究職に就かれていた場合は、研究室

の長、プロジェクトリーダーなど上司に該当する方を入力ください。 
所属機関・部局・職名は申請者が在籍していた当時の内容としてください。 

 

㉓～㉕は評価書作成者 1または、2 として指定することができます。指定する研究者の項

目は必ず入力して下さい。（入力方法は、後述の㉒～㉘共通事項【研究者情報の入力について】

参照。） 

㉔ 現在の受

入研究者 

申請される方は必ず本項目を入力してください。 

ただし、申請時において研究機関に所属していない場合等、現在の受入研究者に該当する

ものがない場合は空欄でも構いません。 

部局・職名等は本務先の部局・職名等を入力してください。 

㉓～㉕は評価書作成者として指定することができます。指定する研究者の項目は必ず入力

して下さい。（入力方法は、後述の㉒～㉘共通事項【研究者情報の入力について】参照。） 

 

・申請時点で博士課程に在学中の申請者は【㉒出身大学院の研究指導者】に入力した情報

と同じ情報を入力してください。異動等により上記の項目と一致しない場合は博士の特記

事項の項目で該当の選択肢を選択の上、具体的な理由を入力してください。 
※詳細は【㉑博士の特記事項の有無】を参照してください。 

㉕ 採用後の

受入研究

者* 

 

 

 

 

 

 

 

採用後の受入研究者を必ず入力してください。 
必ず受入研究者本人と連絡をとり、受入について承諾を得てください。なお、採用内定と

なった後、改めて受入研究者及び受入機関から受入承諾書を求めることとなります。 
 
複数の機関に籍を置く研究者を採用後の受入研究者とする予定の者は、その研究者が本来

籍を置く機関を受入研究機関とし、当該機関における受入研究者の所属・職名を入力して

ください。申請については、受入研究者が本来籍を置く機関を通して行います。 

 
㉓～㉕は評価書作成者評価書作成者 1 または、2 として指定することができます。指定す

る研究者の項目は必ず入力して下さい。（入力方法は、後述の㉒～㉘共通事項【研究者情報

の入力について】参照。） 
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㉖ 申請者受

入部局正

式名 

* 

 

「申請者受入部局正式名」には採用後に申請者が所属する部局の正式名を入力してくださ

い。なお、機関によっては採用後に申請者が部局に所属しないことがあります。 
その場合は受入研究者の本務先を入力してください。 
 
入力例 
※四角で囲った箇所を入力します。 

 
受入研究者の本務先：国際農学研究センター 
申請者の所属部局 ：農学研究科 
「申請者受入部局正式名」には農学研究科と入力。 

 
受入研究者の本務先：国際農学研究センター 
申請者の所属部局 ：部局に所属しない 
「申請者受入部局正式名」には国際農学研究センターと入力。 

 
※和文証明書発行時にも使用しますので、正式名を必ず確認の上、入力してください。 

 

㉗ 評価書作

成者１* 

必ず、「日本学術振興会特別研究員申請者に関する評価書」作成者２名の情報を入力して

ください。 

「㉗評価書作成者１」は、「㉓研究中断前の受入研究者」、「㉔現在の受入研究者」、 

「㉕採用後の受入研究者」のいずれかとしてください。 

「㉘評価書作成者２」は、申請者の研究を良く理解している研究者を記入してください。 

なお、「㉘評価書作成者２」は、申請者の研究を良く理解している研究者であれば、上記、

㉓～㉕に記入した研究者でなくても構いません。 
 
また、評価者は退官された方や現在所属のない研究者の方でも構いません。 

その場合は、申請者とつながりがあった当時の、評価者の所属を入力してください。 
 

本項目内の各入力欄に入力する情報の詳細は、後述の【㉒～㉘共通事項】を参照してくだ

さい。また、評価書の作成等に関する事項の詳細については、本作成要領Ⅴ【評価書につ

いて】を参照してください。 
 

「㉓研究中断前の受入研究者」、「㉔現在の受入研究者」、「㉕採用後の受入研究者」をそれ

ぞれ評価書作成者にする場合には、プルダウンメニューから選択することにより、入力し

た内容を複写することが可能です。 
 

「連絡先（e-mail）」欄は、評価書の作成依頼メールを送付する際に使用します。評価書

を作成するホームページの URL、ログイン ID およびパスワードを送付しますので、入力

の際には誤記のないよう注意し、必ず評価書作成者本人の e-mail アドレスを入力してく

ださい。申請者の e-mail アドレスを入力することはできません。なお、本会担当者から

評価書作成者宛に、本 e-mail アドレスが評価書作成者本人のものか確認を取る場合があ

ります。 

 

なお、「評価書作成者を別の研究者に変更する」ボタンをクリックすると、変更前の評価

書作成者に発行された、評価書作成のための ID が無効となり、作成中または提出済みの

評価書情報はすべて削除されます。 

評価書作成を依頼した後に、本項目に入力した内容を修正される場合は、「評価書作成者

の入力内容を修正する」ボタンをクリックしてください。 
 

また、評価書作成者が評価書を提出後に「評価書作成者の入力内容を修正する」ボタンを

クリックすると評価書が未提出の状態に戻ります。 
評価書作成者が評価書を提出後に、本項目の内容を修正される場合は必ず評価書作成者に

再提出を依頼してください。 
 
（入力方法は、後述の㉒～㉘共通事項【研究者情報の入力について】参照。） 

 

㉘ 

 

評価書作

成者２* 
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㉒ 

～ 

㉘ 

共 

通 

事 

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究者情報の入力について】 

  ※入力方法については、下欄を参照してください。 

全 般 各入力欄には、記載する研究者の本務先の情報を入力して下さい。 

（氏名） 

フリガナ* 

漢字等* 
 

研究者の氏名を正確に入力してください。 
現在の研究者が外国籍の方の場合は以下の例のように入力してください。 
※四角で囲った箇所を入力します。 
 

入力例：本名が「Isaac Newton」の場合（名前表記が全てアルファベットの場合） 
（フリガナ姓）ニュートン （フリガナ名）アイザック 
（漢字等 姓）Newton     （漢字等 名）Isaac 
 

また、研究者の氏名に使用されている文字が JIS 第１水準及び第２水準（JIS・X0208 規

格）にない文字の場合、JIS 第１水準及び第２水準の文字で置き換えて入力してください。 
 

なお、置き換える漢字が無い場合はカタカナで入力してください。 

入力例：本名が「チャン 学振」の場合（置き換える漢字が無い場合） 
（フリガナ姓）チャン （フリガナ名）ガクシン 
（漢字等 姓）チャン  （漢字等 名）学振 

職 名* 部局名等を除いた、具体的な職名をテキスト入力してください。 
 
入力例：職名が国際農学研究部シニアユニットリーダーの場合 
    シニアユニットリーダー 

研究者 

番 号* 

研究者本人又は所属機関事務局に問い合わせて正確に入力してください。 

なお、研究者番号を有する研究者以外の者であっても差し支えありません。研究者番号を

有しない場合のみ、｢99999999｣と入力してください。 

所属機関

* 

「所属機関コード」を、「一覧」ボタンをクリックして、「機関コード表」を参照の上、入

力してください。廃止や統合等でコード表に記載されていない機関及び海外の機関につい

ては、「99999」を入力し、具体的な機関名をテキストで入力してください。 

部 局 「部局コード」を、大学(放送大学・大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

を含む)の場合は「一覧」ボタンをクリックして「部局コード表」を参照の上、入力して

ください。該当するものが無い場合は「9999」を入力し、具体的な部局名をテキストで入

力してください。 
上記の大学等以外の場合は、空欄としてください。 

部局種別 大学(放送大学・大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構を含む)の場合のみ入

力してください。 
大学の場合は、「学部」「学系」「研究科」「附置研等」「研究院」のうち該当するもの 
をプルダウンメニューで選択してください。該当するものがない場合は、「その他」を選

択し、具体的な部局種別をテキストで入力してください。大学内の研究所や大学共同利用

機関法人高エネルギー加速器研究機構の場合は、「附置研等」を選択してください。 
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Ⅲ 連絡先の入力について 
(1) 申請書情報入力画面の下部から申請期間中の連絡先を入力してください。入力先は以下の用途に使用します。 
 
① 申請内容に関して、疑義がある場合の連絡先 
② 審査結果開示のお知らせの連絡先 
③ 追加書類選考の審査書類の送付先 
④ 採用内定となった場合の採用手続き書類の送付先 
 
また、連絡先の入力内容は以下に示す入力要領に従ってください。 
 

なお、本項目に入力した希望連絡先は本会からの連絡先となりますので、住所・e-mail・電話番号の変更が生

じた際は速やかに申請書管理画面から連絡先住所を変更してください。 
※申請書管理画面からの連絡先住所の変更は面接時間設定中など変更ができないタイミングがありますので、

ご承知おきください。 

現住所* 郵便番号は、現住所が日本国内の場合のみ入力してください。 
 

「住所１」～「住所３」欄の「住所１」には番地まで入力し、「住所２」以降は適切なところで区

切って入力してください。（１行２０文字以内。） 
 

アパート・マンション・ビル等の名称および「○○様方」など、必要な情報は全て入力してくだ

さい。 
 

入力例：〒123-4567 東京都千代田区麹町５－３－１ 
      学振マンション６０１号室 学振 太郎様方 の場合 
※四角で囲った箇所を入力します。 
 

〒123-4567 
住所１※：東京都千代田区麹町５丁目３番地の１ 
住所２：学振マンション６０１号室 
住所３：学振 太郎様方 

※住所１の番地の記載方法は「５－３－１」としていただいても構いません。 

また、「希望連絡先」として「現住所」を希望する場合は、手続書類等の郵便物が確実に届くよう、 

入力の際に留意して下さい。 
所属機関
(所在地・ 

機関名・ 

部局等名） 

郵便番号は、所属機関が日本国内の場合のみ入力してください。 
 

「住所」、「機関・部局・研究室等名 1」、「機関・部局・研究室等名２」欄の「住所」には番地ま

で入力し、「機関・部局・研究室等名 1」以降は適切なところで区切って入力してください。（１

行２０文字以内。） 
 

現在、研究に従事している（実際に身を置いている）機関における申請者の連絡先について、略

さず研究室名まで入力してください。所属機関のない者は未入力で構いません。 
 

入力例：〒123-4567 東京都千代田区麹町５－３－１ 
      学振大学 研究者養成棟６０１号室 応用微生物学研究室 の場合 
※四角で囲った箇所を入力します。 
 

〒123-4567 
住所※：東京都千代田区麹町５丁目３番地の１ 
機関・部局・研究室等名 1：学振大学 研究者養成棟 ６０１号室 
機関・部局・研究室等名２：応用微生物学研究室 
※住所の番地の記載方法は「５－３－１」としていただいても構いません。 

 

電話番号、FAX 番号、e-mail については申請者への連絡の際に使用することがありますので、申

請者に直接通じないもの（例：事務局・受入研究者等の情報）は入力しないでください。 
 

ただし、申請者が留学生等で日本語が不自由なため、手続き等を事務局がサポートする場合、本

項目は事務局の連絡先としていただき、「希望連絡先」の項目で「２．所属機関」としてください。 
 

また、「希望連絡先」として「所属機関」を希望する場合は、手続書類等郵便物が確実に届くよう

に、必要な情報は全て記載（部屋番号・研究室名等まで入力）してください。 



 - 15 - ＲＰＤ 

希望 

連絡先* 
審査結果の開示については電子申請システム上で行いますが、申請・審査中・採用手続き時に連

絡が必要な場合に使用するための連絡先として希望するものを選択してください。希望連絡先と

して選択できる住所は、採用手続き書類の発送、採用までの連絡に使用するため日本国内に限り

ます。 

 

 

上記の「現住所」又は「所属機関」を連絡先としたい場合は、「１．現住所」又は「２．所属機関」

のボタンを選択すれば、自動的に上の「現住所」欄又は「所属機関」欄で入力済の内容がこの「希

望連絡先」欄に複写されます（後から「現住所」欄又は「所属機関」欄を修正した場合も同様）。 

ただし、「現住所」又は「所属機関」が海外の場合はその宛先を希望連絡先として選択しないでく

ださい。「現住所」「所属機関」のいずれとも異なる住所（実家等）を希望連絡先としたい場合は、

「３．その他」のボタンを選択し、直接入力してください。 

 

 

【本会からの郵便物の発送について】 

・本欄に表示される住所をそのままのかたちで印字し、戸籍名を使用して発送するため、郵便物

等確実に受け取れる住所となるよう、「現住所」「所属機関」「その他」欄の入力の際に留意して

ください。（○○研究室，△△様方など必要な情報は全て記載してください。） 

 

・現在居住していない住所の場合は、「○○様方」の記載が必要です。 
 

・機関によっては、学生宛の郵便物を受け取らないところもあるので、機関での受け取りの可否

が確認できない限り、希望連絡先は現住所、若しくは実家等としてください。 
 

 
なお、申請書情報入力時、「希望連絡先」として登録した e-mail にアドレス確認のためメール

を送信しますので、半角英数字 50 文字以内で正確に入力してください。 
 
その後、メールの受信を確認した上で、申請書情報の入力を完了してください。 
審査結果を開示した際には、本会特別研究員ホームページの掲示板にその旨を掲載するととも

に、こちらに記載の e-mail アドレス宛に開示した旨を通知します。有効なアドレスが登録され

ていないなど、当該メールを受信できなかった場合の責任は負いません。 
 

なお、面接出欠回答をはじめ、本会が指定する期限までに所定の手続きがなされなかった場合に

は選考辞退とみなしますので、ご留意ください。 
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Ⅳ ＜申請内容ファイル＞の作成について 
 
(1) ＜申請内容ファイル＞は、本会ホームページ(http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_sin.html)よりダウンロード

した電子ファイル（Word 等）で作成し、「申請書管理」画面で登録してください。 
 

(2) 以下、①～⑦に従って作成してください。 
 

① １０ポイント以上の文字で記入してください。 
 
② 日本語又は英語で記入してください。 

 
③ 様式中の各項目について指定されたもの以外の項目を付け加えること、及び記入しない項目の省略等、様

式の加工・変更はできません。 
 
④ 所定の様式以外に新たに用紙を加えることやページ数の変更はできません。 
 
⑤ 申請内容ファイルを含む申請書一式はモノクロ（グレースケール）印刷を行い審査委員に送付するため、

印刷した際、内容が不鮮明とならないよう留意してください。 
 
⑥ 申請内容ファイルの PDF 化及びアップロードは以下の URL に示す推奨手順に則って行ってください。 

推奨手順：http://www.jsps.go.jp/j-pd/data/boshu/naiyo_torikomi.pdf 
 
⑦ 申請内容ファイル登録後、必ずＰＤＦをダウンロードして内容を確認してください。 
  
注：上記に従わなかった場合には、書類不備のため、審査にあたり不利益を生じることがあります。 

 
「4.研究業績」欄の記入例  

以下はあくまでも一例です。体裁は、申請書記載の注記を踏まえ、適宜調整してください。記載内容は、

本会では指定しておりませんが、審査は研究者が行いますので、研究者において一般的に業績として認められ

る内容を記載してください。記載内容が審査において業績として認められるか不安な場合は、現在の研究指導

者や受入研究者等に相談してください。 
 
(1) 学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文、著書 
（査読有り） 
１）学振太郎、半蔵門花子、・・・ 「（題名）」、『(掲載誌名）』、○○出版、○号、pp57－62、2009     
２）麹町次郎、学振太郎、・・・ 「（題名）」、『(掲載誌名）』、○○出版、○号、pp33－39、2011  
３）半蔵門花子、麹町次郎、学振太郎（6 番目）、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、 

○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、 
○○○○、千代田三郎（○名省略）、「（題名）」、『(掲載誌名）』、○○出版、○号、pp10－25、2013 

 
他 ５ 報 
 
 
 
 
(2) 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説 
１）学振太郎・・・ 「（題名）」、『(掲載誌名）』、○○出版、○号、pp57－62、2010  
 
(3) 国際会議における発表 
（口頭発表 査読有り） 
１）○Gakushin T, Hanzoumon H,・・・ 「（題名）」、『(学会名）』、BB-11、Los Angeles, USA、(June 2015) 
他 ２ 件 

(4) 国内学会・シンポジウム等における発表 
（口頭発表 査読無し） 
１）○学振太郎、半蔵門花子、・・・ 「（題名）」、『(学会名）』、No.200、仙台、2014 年 9 月  
         
    

パンフレット等に掲載された際
に付された番号があれば記載し
てください。 

パンフレット等に掲載された際
に付された番号があれば記載し
てください。 

記載しきれない場合は、項目別に省略した数を
記載してください。 

最大 20 名程度。省略する場合は、 
①first author, second author, last author、申請者本人、申

請書２ページ目に記載の各研究者は省略不可。 
②申請者本人氏名には、下線を引くとともに、後ろに何番目
の著者にあたるかを記載。 

③その他の著者について指定はありません。 
④論文と同一の順番で記載。 

http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_sin.html
http://www.jsps.go.jp/j-pd/data/boshu/naiyo_torikomi.pdf
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 (5) 特許 
（公開中） 
１）（特許の番号）号、「（名称）」、麹町治郎、学振太郎、2013 年 4 月 
 
(6) その他（受賞歴等） 
１）学振太郎・・・「（賞の名称）」、2011 年 4 月 
 
 
【発表(印刷)前】                                                （「4.研究業績」欄の記入例の続き） 
 
(1) 学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に採録決定されたもの 

（査読有り） 
１） 麹町治郎 1、学振太郎 2、・・・ 「（題名）」、『(掲載誌名）』、○○出版、○号、pp33－39、2017 

  
 

(4) 国内学会・シンポジウム等における発表の申し込みが受理されたもの 
１） ○学振太郎、半蔵門花子、・・・ 「（題名）」、『(学会名）』、No.201、東京、2017 年 7 月 
 
 

 

Ⅴ 評価書について 
 

(1)  評価書作成者は以下の研究者となります。 
 

評価書作成者１：「㉓研究中断前の受入研究者」、「㉔現在の受入研究者」又は 
「㉕採用後の受入研究者」のいずれか。 

評価書作成者２：本人の研究を良く理解している研究者。（評価書作成者 1 とは異なる研究者） 
 
・評価書作成者１、２の組み合わせは、「㉔現在の受入研究者」及び「㉕採用後の受入研究者」でも構

いません。 
 

・「㉕採用後の受入研究者」が複数の機関に籍を置く場合、その研究者が本来籍を置く機関を受入研究
機関とし、所属・職名も当該機関におけるものとなります。 

 
・評価書には所属の記入欄がありますが、評価者は退官された方や現在所属がない研究者の方でも構い

ません。申請者とつながりがあった当時の、評価者の所属・部局・職名を入力してください。 
 
(2)  ＜申請書情報＞を完了した後、「申請書管理」画面より「評価書作成依頼」ボタンをクリックします。 

※ボタンをクリックする前に、評価書作成者に、評価書の作成について承諾を得て下さい。 
 

(3)  「評価書作成依頼確認」画面にて、以下を参考に各項目の入力・確認をします。 
 
※以下、グレー：表示内容の確認のみ。 

ピンク：必須入力項目（選択） 
色無し：任意及び該当者入力項目。  

項目 入 力 要 領 

作成希望日* 
申請者自身が希望する、申請書の作成期限を入力して下さい。評価書作成者に通知さ

れます。 

研究課題名 

（和文）特別研究員-RPDの研究課題名に誤りがないか確認します。 

（英文）外国人の研究者に評価書作成を依頼する等で英文が必要な場合は英文を２５

０文字以内（半角英数字）で入力してください。 

 

評価書 

作成者 

記載内容に誤りがないか確認します。連絡先に記載の e-mail アドレス宛に、評価書

を作成する URL、ログイン ID及びパスワードを送付しますので、入力の際には誤記の

ないよう注意し、必ず受入研究者本人の e-mail アドレスにしてください。申請者本人

の e-mail アドレスにすることはできません。 
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(4)  評価書作成者に、電子申請システムを通じて評価書作成依頼のメール（日本語／英語併記）が送付さ
れます。評価書作成者ご本人が、当該メールに記載の URL へアクセスし、同記載の ID・パスワードを
使用してログインし、評価書を作成することになります。 
 
 

(5)  電子申請システムからのメールが受信拒否される可能性もあるため、必ず申請者本人からも評価書作
成者に連絡を取り、正しく受信されているか確認してください。受信できていない場合には、e-mail 等
を確認・修正の上、再度、評価書作成依頼の処理を行ってください。 

 
 

(6)  評価書作成者が入力する評価書の各項目は以下の通りです。 
※ 評価書作成についての電子申請システムの操作は、「研究者養成事業用評価書作成者向け操作手引」

を参照してください。 
※ 評価書作成者向け入力画面は、項目名等が日本語・英語併記されます。 
※ 以下、グレー：表示内容の確認のみ。 

黄 色：必須入力項目（テキスト）。  

項目 入 力 要 領 

①評価書 

作成者 

申請者の入力した評価書作成者の氏名・所属機関名・部局名・職名が表示されます。

内容に誤りがないか確認してください。 

②申請者 
申請者の入力した申請者の登録名・ローマ字表記・所属機関名・部局名が表示されま

す。 

研究課題名 申請者の入力した研究課題名（和文）・（英文）が表示されます。 

③申請者 

との関係* 

申請者との関係を具体的かつ詳細に入力してください。 

例：研究中断前の受入研究者、現在の受入研究者、採用後の受入研究者 等 

④評価* 

審査の重要な資料となるので、申請書について具体的かつ明確に記入してください。 

英語または日本語で入力してください。 

項目「④評価」は最大 4000 バイト（全角 2000 文字）まで入力可能です。 

また、「入力行数」の値が 50以下になるように調整してください。 

なお、ＰＤＦに変換した際に規定の枠内に収まるように調整する必要がありますので 

「入力行数」の値が 50 以下でもエラーとなる場合がございます。その際は改行の削

減等の調整をお願いいたします。 

   評価書作成者により評価書が提出されると、申請書情報の希望連絡先に記載のメールアドレス宛に、作

成が完了した旨のメールが電子申請システムより送付されます。評価書の提出状況については、「申請書

管理」画面の該当の「処理状況」欄に「提出済み」と表示されます。 
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